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二
重
課
税
の
概
念

木
　
村

弘
　
之
　
亮

二重課税の概念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
　
法
学
者
及
び
実
務
家
は
通
常
国
際
租
税
法
の
領
域
に
お
い
て
対
外
取
引
税
法
と
二
重
課
税
法
と
を
区
別
し
て
い
る
。
国
際
租
税

法
の
概
念
そ
れ
自
体
が
法
的
に
鋭
利
で
な
い
の
で
、
二
重
課
税
の
概
念
も
ま
た
同
様
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
は
、
驚
く
に
値
し
な
い
。
そ
れ
で
、
二
重
課
税
の
多
様
な
現
象
形
態
を
相
互
に
識
別
す
る
試
み
が
多
数
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

狭
義
、
広
義
及
び
最
広
義
の
二
重
課
税
、
形
式
的
及
び
実
質
的
二
重
課
税
、
主
観
的
及
び
客
観
的
二
重
課
税
、
真
性
の
及
び
不
真
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
（
3
）
　
（
4
）
　
　
（
5
）
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
二
重
課
税
な
ら
び
に
固
有
の
及
び
非
固
有
の
二
重
課
税
は
、
技
術
的
、
法
的
、
司
法
的
、
経
済
的
、
水
平
的
又
は
垂
直
的
、
直
接

　
　
　
　
　
（
8
）

的
及
び
間
接
的
二
重
課
税
と
同
様
に
、
好
み
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、
概
念
形
式
上
誤
っ
た
意
義
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
　
狭
義
の
二
重
負
担
は
つ
ね
に
同
一
の
原
初
的
租
税
高
権
の
領
域
内
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
二
重
課
税
は
つ
ね
に
複
数
の
原
初
的
租
税
高

　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
権
か
ら
生
じ
る
。
定
義
上
、
二
重
課
税
は
原
初
的
課
税
当
局
間
に
お
け
る
競
合
を
前
提
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
課
税
の
性
質
上
、
そ

　
れ
は
つ
ね
に
複
数
の
主
権
に
た
ち
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
重
課
税
は
ひ
と
つ
の
紛
れ
も
な
い
点
で
、
二
重
負
担
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
原
初
的
（
す
な
わ
ち
主
権
的
）
租
税
高
権
の
抵
触
と
い
う
特
性
で
あ
る
。

　
二
重
課
税
の
概
念
そ
の
も
の
か
ら
は
、
法
的
に
は
そ
の
ま
ま
で
は
在
存
し
な
い
の
で
、
問
題
の
規
範
の
適
用
に
関
し
指
針
を
与
え

1
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（
1
4
）

う
る
基
準
は
得
ら
れ
な
い
。

　
　
二
重
課
税
の
ケ
ー
ス
は
国
際
関
係
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
重
課
税
の
事
例
は
、
自
か
ら
の
領
域
を
有
す
る
同
格
の
租

　
税
高
権
（
連
邦
国
家
の
各
州
）
が
重
畳
す
る
場
合
に
、
い
つ
で
も
生
じ
う
る
。
そ
れ
故
、
租
税
高
権
の
競
合
す
る
対
象
の
性
質
に
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
て
、
二
重
課
税
は
国
内
二
重
課
税
と
国
際
二
重
課
税
と
に
区
分
さ
れ
う
る
。
両
者
は
さ
ら
に
、
垂
直
的
、
水
平
的
及
び
潜
在
的
二
重
課
税
に

　
　
　
　
（
1
7
）

　
細
分
さ
れ
る
。
国
際
二
重
課
税
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
は
水
平
的
国
際
二
重
課
税
（
例
え
ば
、
国
家
／
国
家
、
又
は
一
国
の
州
／
他
国
の

　
州
）
及
び
混
成
的
国
際
二
重
課
税
（
一
国
の
州
／
第
三
国
）
が
現
在
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
垂
直
的
国
際
二
重
課
税
も
考
え
ら
れ

　
う
る
。
例
え
ば
、
（
E
U
な
ど
の
超
国
家
的
共
同
体
の
よ
う
な
）
域
内
共
同
体
が
将
来
原
初
的
租
税
高
権
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
租

　
税
高
権
が
加
盟
国
の
そ
れ
と
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
な
ら
ば
、
垂
直
的
国
際
二
重
課
税
が
お
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
国
際
二
重
課
税
は
国
境
を
越
え
る
事
実
関
係
を
そ
の
基
礎
と
し
て
お
り
、
こ
の
事
実
関
係
は
、
納
税
義
務
者
が
複
数
の
国
の
課

税
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
複
数
の
国
で
納
税
義
務
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
通
例
重
複
課

税
の
原
因
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
国
際
二
重
課
税
の
用
語
の
解
釈
に
つ
い
て
そ
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
、
U
o
旨
で
あ
る
。
か
れ
の
定
義
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
「
国
際
二
重
課
税
（
重
複
負
担
）
は
、
複
数
の
自
律
的
課
税
権
（
と
く
に
複
数
の
自
律
的
国
家
）
が
同
時
に
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
納
税
者
に
対
し
同
種
の
租
税
を
課
す
と
き
に
、
起
き
る
。
」
。
＝
9
器
一
も
き
わ
め
て
類
似
し
た
定
義
を
施
し
て
い
る
が
、
同
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

税
期
間
と
い
う
判
定
規
準
を
付
け
加
え
た
。
最
後
に
、
ω
讐
琶
R
は
次
の
定
義
（
略
式
）
を
示
唆
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
［
国
際
］
二

重
課
税
は
、
相
異
な
る
原
初
的
租
税
高
権
の
領
域
内
に
お
け
る
課
税
当
局
が
同
一
の
課
税
物
件
に
対
し
て
租
税
（
複
数
）
を
課
す
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

き
に
生
じ
る
そ
う
し
た
法
規
範
の
抵
触
で
あ
る
。
」
。

　
こ
れ
ら
の
基
本
的
に
は
同
一
の
定
義
の
本
質
的
要
素
が
、
国
際
連
盟
の
モ
デ
ル
条
約
（
一
九
四
三
年
「
メ
キ
シ
コ
草
案
」
及
び
一
九

四
六
年
「
ロ
ン
ド
ン
草
案
」
）
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
所
得
及
び
資
本
に
関
す
る
二
重
課
税
条
約
草
案
に
関
す
る
O
E
C
D
報
告
書

2
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（
一
九
六
三
年
）
で
は
、
当
該
用
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
回
し
が
最
終
的
に
次
の
定
義
の
中
に
凝
縮
さ
れ
た
。
こ
れ
は
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
定
義
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
国
際
二
重
課
税
は
、
比
較
し
う
る
租
税
（
複
数
）
が
二
（
又
は
二
以
上
の
）
国
家
に

お
い
て
同
あ
納
税
者
に
対
し
同
あ
課
税
潅
に
関
し
て
同
一
の
（
課
税
）
期
間
に
つ
い
て
課
せ
ら
れ
る
と
き
に
・
み
ら
菱
・
」
・

　
二
重
課
税
の
回
避
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
規
範
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
引
き
出
さ
れ
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が

二
重
課
税
の
現
象
を
具
体
化
す
る
。

⑤④③②①

　
さ
ま
ざ
ま
な
高
権
者
に
よ
る
課
税
は
、

（
2
7
）

す
る
。

複
数
の
高
権
者
に
よ
る
課
税
、
す
な
わ
ち
相
異
な
る
租
税
高
権

納
税
主
体
の
同
一
性

税
源
の
同
一
性

課
税
期
間
の
同
一
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

租
税
の
同
種
性
（
同
一
性
又
は
類
似
性
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
重
課
税
を
、
同
一
の
課
税
権
に
よ
る
競
合
的
重
複
負
担
と
称
さ
れ
る
二
重
負
担
と
区
別

　
二
重
負
担
の
用
語
は
、
コ
一
重
課
税
」
の
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
出
発
点
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
両
方
の
概
念
は
、
「
多
く
の
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

部
分
的
に
類
似
し
て
お
り
、
と
く
に
そ
れ
ら
の
経
済
的
効
果
に
関
し
て
そ
う
で
あ
る
。
」
。
こ
の
用
語
上
の
区
別
は
財
政
学
及
び
租
税
法
学
に

関
す
る
ド
イ
ツ
語
圏
お
よ
び
英
語
圏
の
文
献
で
広
く
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
ひ
と
り
の
納
税
主
体
又
は
ひ
と
つ
の
課
税
物
件
が
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
課
税
を
う
け
る
と
き
、
広
義
の
二
重
負
担
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

連
に
お
い
て
、
二
重
負
担
が
他
の
公
課
（
ラ
イ
セ
ン
ス
使
用
料
、
関
税
な
ど
）
と
租
税
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
、
又
は
相
異
な
る
租
税
の
組
み
合
わ
せ
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
重
要
で
な
い
。

　
ま
た
、
二
重
負
担
が
相
異
な
る
租
税
高
権
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
る
か
又
は
同
一
の
租
税
高
権
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
る
か
も
、
重
要
で
な
い
。

3
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こ
の
よ
う
に
、
広
義
に
お
け
る
二
重
負
担
は
属
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
一
の
租
税
法
律
要
件
事
実
（
す
な
わ
ち
同
一
の
納
税
主
体
及
び
又

は
課
税
物
件
）
の
点
に
つ
い
て
課
税
及
び
公
課
の
二
重
賦
課
又
は
重
複
賦
課
と
い
う
形
態
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
「
狭
義
に
お
け
る
二
重
負
担
」
の
用
語
は
、
こ
れ
に
対
し
、
8
冒
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
そ
し
て
9
犀
巴
R
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
こ

の
狭
義
の
二
重
負
担
は
、
原
初
の
（
派
生
的
で
な
い
）
課
税
当
局
の
領
域
内
に
お
け
る
同
一
納
税
主
体
及
び
又
は
同
一
課
税
物
件
に
対
す
る

な
ん
ら
か
の
公
租
公
課
の
重
複
賦
課
の
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
タ
イ
プ
と
二
重
負
担
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
同

一
の
原
初
的
租
税
高
権
の
な
か
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
原
初
的
租
税
高
権
主
体
の
ほ
か
に
、
い
く
つ
か
の
地
方

自
治
体
（
そ
の
課
税
権
は
前
者
か
ら
派
生
す
る
。
す
な
わ
ち
「
派
生
的
課
税
当
局
」
）
が
同
様
に
関
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
重
要
で
な

い
。

4

　
国
際
二
重
課
税
は
、
同
一
又
は
同
種
の
納
税
主
体
が
同
じ
期
間
に
同
一
の
経
済
事
象
に
つ
い
て
同
じ
又
は
同
種
の
租
税
を
複
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

国
際
法
上
の
主
体
に
よ
り
重
複
し
て
課
税
さ
れ
る
場
合
に
、
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
法
的
二
重
課
税
と
経
済
的
二
重
課
税
に
区
分
さ
れ

（
網
さ
ま
ざ
ま
な
課
税
権
か
ら
で
て
く
る
課
税
は
・
同
一
の
撫
に
関
係
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
課
税
に
と
っ
て
適
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
経
済
事
象
、
例
え
ば
所
得
の
稼
得
が
、
課
税
の
た
め
の
結
節
点
に
昇
格
す
る
の
で
、
税
源
の
完
全
な
同
一
性
は
国
際

的
に
例
外
的
に
の
み
、
例
え
ば
パ
ラ
レ
ル
に
生
成
し
た
租
税
体
系
の
場
合
（
例
え
ば
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
所
得
税

体
系
）
に
限
っ
て
、
可
能
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
課
税
の
結
節
点
は
任
意
に
形
成
さ
れ
う
る
の
で
、
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

規
範
は
通
常
、
厳
密
な
意
味
で
の
課
税
物
件
の
法
的
同
一
性
で
な
く
、
税
源
の
経
済
的
同
一
性
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

本
質
的
に
同
じ
税
源
が
捕
捉
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
課
税
物
件
の
厳
密
な
意
味
で
の
法
的
同
一
性
の
放
棄
は
、
特
に
課

税
標
準
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
る
。
課
税
標
準
は
、
数
量
化
さ
れ
た
課
税
橡
催
そ
し
て
、
特
に
収
益
税
の
領
域
に
お
い
て
、
特
殊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

法
技
術
的
な
形
態
の
た
め
国
際
的
に
き
わ
め
て
著
し
く
多
様
で
あ
る
。

税
源
の
場
合
と
同
様
に
・
納
税
薦
の
回
性
も
ま
た
』
一
重
課
税
の
現
象
が
副
次
的
な
問
題
繕
下
げ
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
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し
て
も
、
厳
密
な
意
味
で
法
的
に
理
解
さ
れ
な
い
し
、
技
術
的
に
法
律
要
件
上
の
形
態
で
も
理
解
さ
れ
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ

の
都
度
の
租
税
法
律
の
権
利
主
体
と
し
て
の
納
税
主
体
に
当
該
課
税
物
件
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
、
各
法
秩
序
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

に
規
律
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
系
で
は
、
人
的
会
社
は
、
ド
イ
ツ
租
税
法
と
対
照
的
に
納
税
主
体
で
あ
る
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
（
4
2
）

ら
に
、
例
え
ば
、
リ
ー
ス
関
係
及
び
信
託
関
係
の
場
合
に
つ
い
て
、
国
際
的
に
重
要
な
帰
属
に
つ
い
て
取
扱
い
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
一
方
の
国
に
お
い
て
人
的
会
社
自
身
が
そ
し
て
他
方
の
国
に
お
い
て
そ
の
社
員
が
課
税
を
う
け
る
と
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

も
、
主
体
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
。
法
的
意
味
に
お
け
る
主
体
同
一
性
の
原
則
か
ら
の
こ
の
よ
う
に
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
乖
離
は
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。
複
数
の
国
が
た
し
か
に
同
一
の
課
税
物
件
に
課
税
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
捕
捉
は
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
44
）

ざ
ま
な
、
私
法
上
独
立
の
単
位
の
許
で
、
例
え
ば
結
合
企
業
の
許
で
行
わ
れ
る
場
合
に
、
経
済
的
主
体
同
一
性
が
つ
ね
に
存
在
す
る
、

（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

と
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、
法
的
二
重
課
税
と
経
済
的
二
重
課
税
と
の
相
違
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
済
的
二
重
課

税
は
、
国
内
法
で
は
日
本
法
人
税
法
六
九
条
四
項
（
外
国
子
会
社
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
外
国
税
額
の
間
接
外
国
税
額
控
除
）
に
お
い
て
、

そ
し
て
二
重
課
税
条
約
の
レ
ベ
ル
で
は
一
九
七
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
九
条
（
特
殊
関
連
企
業
間
に
お
け
る
所
得
配
分
）
に
お
い

て
非
常
に
広
汎
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
主
体
同
一
性
の
要
件
の
本
来
的
機
能
は
、
物
的
会
社
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

そ
の
社
員
に
対
す
る
課
税
を
原
則
と
し
て
二
重
課
税
の
間
題
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
あ
る
。

　
課
税
期
間
の
同
一
性
は
、
二
重
課
税
の
メ
ル
ク
マ
ー
ク
と
し
て
一
般
に
特
別
な
意
義
を
付
与
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

特
に
利
益
実
現
の
法
律
要
件
は
各
租
税
法
秩
序
ご
と
に
相
異
な
る
期
間
を
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
租
税
の
同
種
性
も
同
様
に
租
税
の
同
一
性
を
要
求
し
な
い
。
こ
れ
は
租
税
体
系
の
相
違
の
た
め
ど
っ
ち
み
ち
存
在
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

い
。
む
し
ろ
、
と
り
わ
け
課
税
物
件
及
び
税
負
担
効
果
の
点
に
お
け
る
比
較
可
能
性
が
、
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
国
際
二
重
課
税
と
は
、
同
一
又
は
同
種
の
納
税
主
体
に
対
し
同
一
の
税
源
及
び
同
一
の
課
税
期
間
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

国
際
法
上
の
複
数
の
主
体
が
、
同
種
の
租
税
を
課
税
す
る
こ
と
を
い
う
。
国
際
二
重
課
税
の
類
型
は
、
例
え
ば
、
一
に
、
狭
義
に
お

5
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け
る
（
す
わ
ち
法
的
）
国
際
二
重
課
税
と
広
義
に
お
け
る
（
す
な
わ
ち
経
済
的
）
国
際
二
重
課
税
、
二
に
、
直
接
的
国
際
二
重
課
税
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

間
接
的
国
際
二
重
課
税
、
三
に
、
実
質
的
国
際
二
重
課
税
と
潜
在
的
国
際
二
重
課
税
に
区
別
さ
れ
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
52
）

　
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の
規
範
は
実
質
的
国
際
二
重
課
税
、
し
た
が
っ
て
同
一
の
納
税
主
体
が
事
実
上
複
数
の
国
際
的
租
税
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

権
者
に
よ
っ
て
請
求
を
う
け
る
事
例
に
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
潜
在
的
国
際
二
重
課
税
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
潜
在

的
国
際
二
重
課
税
と
は
、
複
数
国
に
よ
る
租
税
の
課
税
が
た
し
か
に
二
重
課
税
条
約
で
許
容
さ
れ
て
い
る
課
税
権
限
に
基
づ
い
て
可

能
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
事
実
上
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
二
重
課
税
が
租
税
条
約
の
レ
ベ
ル
に
お
い

て
国
外
所
得
免
除
方
式
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ま
っ
た
く
課
税
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
（
い
わ
ゆ
る
ゼ
ロ
課
税
、

　
　
　
（
5
5
）

二
重
非
課
税
）
。
こ
の
よ
う
な
ゼ
ロ
課
税
を
回
避
す
る
た
め
、
若
干
の
二
重
課
税
条
約
は
い
わ
ゆ
る
ω
仁
互
9
茸
o
み
貰
条
項
（
相
手

国
課
税
条
項
）
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
国
外
所
得
免
除
は
、
当
該
所
得
が
相
手
国
に
お
い
て
納
税
義
務
を
負
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

い
る
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。

　
　
数
量
的
ア
ス
ペ
ク
ト
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
的
に
質
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
二
重
課
税
の
概
念
を
縮

　
小
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
試
論
に
よ
れ
ば
、
1
納
税
主
体
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
べ
き
租
税
が
、
も
し
一
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
税
高
権
に
の
み
服
す
な
ら
ば
負
担
し
た
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
そ
の
よ
う
な
租
税
を
上
廻
る
と
き
に
の
み
、
二
重
課
税
が
存
在
す
る
。
こ

　
の
よ
う
な
概
念
の
縮
小
は
、
た
し
か
に
望
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
実
質
的
二
重
課
税
の
み
な
ら
ず
潜
在
的
二
重
課
税

　
に
も
関
係
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
ゼ
ロ
課
税
の
問
題
を
解
消
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
数
量
的
ア
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
ペ
ク
ト
が
国
外
所
得
免
除
に
よ
っ
て
（
潜
在
的
）
二
重
課
税
の
回
避
に
影
響
を
及
ぽ
す
範
囲
に
お
い
て
、
数
量
ア
ス
ペ
ク
ト
は
二
重
課
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
の
回
避
の
た
め
の
規
範
か
ら
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
　
以
上
の
考
察
か
ら
、
二
重
課
税
の
概
念
が
多
義
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
文
脈
に
応
じ
た
一
義
的
な
用
法
を
確
立
す

る
事
が
、
緊
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
な
お
そ
の
多
義
性
に
基
因
す
る
不
毛
な
議
論
が
続
い
て
い
る
の
で
、
ひ
と
び
と
は
概
念
を
明
確

6



に
す
る
こ
と
に
よ
り
不
毛
な
議
論
を
断
ち
切
り
仮
象
問
題
か
ら
解
放
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
二
重
課
税
は
回

避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
法
的
義
務
で
あ
る
の
か
ま
た
は
単
な
る
好
ま
し
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
納
税
主
体
の
同
一
性
の
も
と
に
お
い
て
ひ
と
は
何
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
納
税
主
体
の
同
一
性
が

欠
如
す
る
場
合
に
、
い
か
な
る
意
味
で
二
重
課
税
が
そ
こ
に
看
取
さ
れ
う
る
の
か
。
こ
の
場
合
に
二
重
課
税
が
看
ら
れ
る
と
し
て
こ

の
二
重
課
税
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
義
務
が
そ
も
そ
も
生
じ
る
の
か
。
租
税
の
同
一
性
ま
た
は
同
種
性
と
は

何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
二
重
課
税
と
二
重
負
担
は
い
か
な
る
識
別
基
準
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
ま
た
、
近
い
将
来
に
国
外
所
得
免
除
方
式
が
外
国
税
額
控
除
方
式
と
並
ん
で
選
択
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、

二
重
課
税
の
存
在
を
仮
定
し
て
国
内
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
も
想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
国
税
と
地
方
税
（
県
レ

ベ
ル
と
市
町
村
レ
ベ
ル
）
と
が
競
合
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
二
重
課
税
の
問
題
は
生
じ
う
る
。

　
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
的
確
に
分
析
し
う
る
諸
概
念
を
紹
介
し
た
。
一
は
、
二
重
課
税
と
二
重
負
担
の
区
別
、
二
に
、
法
的

二
重
課
税
と
経
済
的
二
重
課
税
の
区
別
、
三
に
、
実
質
的
二
重
課
税
と
潜
在
的
二
重
課
税
の
区
別
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
識
別

は
そ
の
都
度
の
文
脈
に
お
い
て
有
用
で
あ
り
、
問
題
の
所
在
を
解
明
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
分
析
道
具
で
あ
る
。
そ
の
他
の
二
重

課
税
概
念
は
、
あ
る
事
象
を
説
明
す
る
に
便
利
な
概
念
で
あ
る
と
し
て
も
、
租
税
法
の
領
域
に
お
け
る
法
解
釈
に
と
っ
て
不
可
欠
と

ま
で
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
駄
な
多
数
の
概
念
は
、
ウ
ォ
カ
ム
の
剃
刀
に
よ
っ
て
こ
こ
で
剃
り
落
と
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

二重課税の概念
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1
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葛
魯
§
ミ
守
ミ
困
歳
ミ
ミ
9
一
葺
Φ
旨
甲

　
二
〇
ロ
巴
Φ
ω
ω
一
①
＝
Φ
員
①
O
げ
堂
ド
＞
仁
自
一
囚
α
一
P
閑
N
．
H
伊

（
2
）
＜
鵬
一
。
G
o
蔑
牒
ミ
ミ
』
＼
ミ
鉾
O
餌
ω
O
o
署
Φ
一
σ
婁
①
仁
Φ
ε
お
ω
震
o
σ
一
①
日
σ
①
三
窪
α
一
お
算
窪
ω
富
⊆
角
P
＞
B
ω
冨
こ
四
日
一
。
ω
①
（
Z
窪
・

7
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α
『
仁
O
犀
国
α
『
一
〇
①
刈
）
噛
㎝
oo

●

（
3
）
　
ミ
篤
鼻
｝
蚕
§
勲
蜜
①
9
0
傷
窪
N
弩
＞
仁
ω
ω
。
冨
ぎ
轟
α
①
二
耳
①
3
呂
o
轟
一
窪
U
o
薯
①
一
σ
8
け
Φ
器
歪
轟
σ
①
一
α
①
⇒
9
お
耳
①
口
ω
学

①
仁
Φ
『
P
コ
づ
＞
ま
げ
。
一
〇
①
ど
Qo
①
睦
。
（
O
O
）
■

（
4
）
肉
翫
ミ
鴨
き
∈
昏
ミ
～
～
＼
』
ミ
ミ
肉
亀
§
§
鳶
U
①
暮
ω
魯
Φ
ω
一
①
ま
旨
ぴ
①
一
＞
＝
ω
一
き
α
ω
σ
①
N
一
Φ
ど
轟
Φ
P
ζ
酵
。
冨
ミ
ω
①
『
一
営
一
〇
①
ρ

ω
認
●

（
5
）
　
O
E
C
D
租
税
委
員
会
、
一
九
九
七
年
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
。

（
6
）
訪
翫
ミ
ミ
＼
淘
§
b
ミ
説
（
男
P
“
y
零
館
ミ
ミ
師
ミ
§
§
ミ
こ
H
艮
①
ヨ
呂
9
巴
①
U
O
署
Φ
一
げ
8
8
仁
Φ
歪
口
堕
＝
鋤
且
ど
魯
α
震
霊
昌
き
N
－

三
ω
ω
8
ω
畠
鉱
“
“
」
W
α
↓
N
。
》
象
一
こ
↓
ま
一
轟
雪
一
8
仰
o
。
窯
瞥
（
旨
y

ハ　ハ　　ハハ13　12　11　10　9　　8　　7
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　』■　　　　）　　　　）

しり

葛
㌧
ミ
恥
＼
（
男
p
N
y
U
器
U
o
ロ
℃
①
一
び
Φ
ω
8
仁
①
毎
ロ
磯
呂
8
巨
①
B
℃
一
ω
①
．

～ミら

鳶
b
｝
C
巳
一
象
R
巴
Φ
］
≦
鋤
ゆ
昌
鋤
『
B
①
コ
N
g
同
く
震
ヨ
①
箆
仁
コ
鵬
α
R
O
O
も
ロ
①
一
び
①
『
ω
9
口
堕
O
U
閃
一
い
図
く
一
σ
（
一
〇
QQ
一
）
｝
oQ
一
。

U
O
＝
び
一
〇
一
ヨ
O
O
ω
凶
ユ
O
ロ
冒
僧
ゴ
Φ
口
四
旨
O
巧
O
『
ω
①
⇒
ω
①
●

O
昌
Φ
m
口
α
叶
プ
①
ω
讐
B
Φ
O
ユ
讐
ロ
巴
酔
節
図
冒
ユ
ω
象
〇
二
〇
P

O
O
＝
σ
一
①
什
鋤
×
讐
一
〇
P
O
O
℃
O
①
一
σ
①
斡
①
⊆
①
歪
口
鵬
●

ω
①
①
し
り
b
騨
ミ
鳴
、
（
閃
p
N
ン
U
m
ω
O
o
℃
も
①
一
び
①
ω
鼠
＝
①
毎
⇒
鵬
呂
3
巨
①
ヨ
）
旨
噛
脇
●

山
篶
ミ
ミ
（
哨
ロ
」
ン
ギ
ぎ
虹
宮
①
P
器
に
し
た
が
え
ば
、
国
際
二
重
課
税
は
（
狭
義
の
）
二
重
負
担
の
下
位
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ

　
と
対
照
的
に
、
ω
鳳
＄
一
雪
に
し
た
が
え
ば
、
二
重
課
税
は
二
重
負
担
と
同
じ
ラ
ン
ク
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
二
重
負
担
の
下
位
概
念
で

　
は
な
い
（
的
冨
妹
ミ
ミ
（
閃
P
N
ン
U
器
O
o
℃
冨
ま
o
ω
房
羅
歪
＝
鵯
實
〇
三
〇
ヨ
る
9
）
。

（
1
4
）
　
§
鴫
真
内
こ
O
ω
》
ω
一
国
言
一
。
勾
N
，
合
ミ
暴
o
り
鴨
＼
ミ
鳴
紀
鳴
き
、
ミ
ミ
N
ぎ
”
U
①
ぴ
讐
3
＼
≦
霧
ω
R
ヨ
①
k
①
ン
U
ω
》
）
く
o
『
＞
辞
。
一
勾
N
●
ご

ミ
身
⇔
ミ
亀
き
～
o
、
領
ミ
亀
ミ
蔓
肉
鼻
U
一
Φ
ζ
①
誓
o
血
O
口
N
＝
『
く
①
『
B
①
こ
＝
昌
鵬
傷
震
U
o
O
℃
一
び
①
ω
叶
①
仁
R
仁
目
堕
冒
”
ぎ
晦
魁
（
＝
お
噂
）
O
霊
口
α
砕
－

薗
磯
①
昌
ユ
Φ
ω
ヨ
酢
醇
ロ
象
一
〇
口
巴
①
⇒
ω
8
皿
①
霞
Φ
O
ゴ
房
）
閑
α
『
一
〇
〇
〇
9
一
も0
0
睦
。
（
一
ω
刈
）
こ
し
り
ら
説
黛
ミ
ミ
③
ミ
＼
頓
（
男
昌
。
一
ン
一
艮
①
『
コ
魯
一
〇
口
巴
Φ
ω

ω
鼠
＝
㊦
員
①
o
げ
叶
評
菊
“
．
鵠
。
らo
。

（
1
5
）
　
一
コ
8
円
口
巴
（
α
O
ヨ
①
ω
ユ
O
）
O
↓
’

（
1
6
）
　
H
日
震
コ
m
二
〇
昌
巴
O
↓
。

（
1
7
）
　
曾
焼
ミ
壽
＼
（
閃
P
N
ン
U
器
O
o
O
も
Φ
一
σ
Φ
ω
冨
¢
①
毎
旨
窃
℃
8
σ
一
①
ヨ
堕
O
㎝
●

8
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（
1
8
）
　
b
ミ
賞
U
霧
寄
。
窪

　
『
①
O
げ
“
ω
①
『
凝
口
一
〇
N
刈
噸
Z
O
。

　　　　　　　　　　　　ハ　　ハ　　　
25　24　23　22　21　20　19
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

α
Φ
『
　
一
コ
辞
①
『
昌
四
辞
一
〇
コ
餌
一
①
⇒

一
し
O
O
．

酔
①
ヨ
餌
二
〇
口
巴
①
U
o
薯
①
一
び
①
ω
＄
藷
歪
轟
る
一
脇
■

　
肉
。

　
犠
暁
。

（
2
6
）

（
2
7
）～

§
＆
G
り
》

　
　
コ
＼
“
＼
ミ
鳴
毎
鳴
｝

　
O
旨
コ
α
N
麟
磯
①

N
霞
＞
畠
ω
9
巴
ε
轟
α
段
U
8
需
一
σ
o
ω
9
器
三
藷
一

　
国
内
二
重
課
税
は
異
な
っ
て
い
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　ハ

32　31　30　29　28
）　　　）　　　）　　　）　　　）

U
o
薯
Φ
一
σ
①
ω
9
諾
毎
鑛
導
≦
簿
①
一
宣
ぼ
㊦
ω
ω
。
ぼ
一
津
臣
同
ω
8
諾
目
－
仁
邑
コ
轟
p
N
－

一
σ
こ
D

虞
§
縫
き
』
き
ミ
、
こ
ω
け
2
①
霞
8
耳
る
。
＞
亀
一
6
ω
震
一
言
一
〇
ω
ω
」
S

完
全
な
定
義
に
つ
い
て
は
、
も
り
蔑
ミ
脳
箋
（
句
昌
』
y
O
器
U
8
冨
ま
Φ
ω
滞
器
ヨ
轟
省
8
巨
①
β
罷
N
h

的
葛
、
ミ
ミ
（
男
コ
』
）
）
∪
鋤
ω
U
o
薯
。
一
ぴ
①
ω
け
①
器
ε
轟
ω
賃
o
び
一
Φ
β
一
ω
ω
昼

　
↓
げ
①
ω
餌
ヨ
Φ
ω
⊆
び
一
①
O
け
巳
四
け
け
①
目
。

○
国
O
O
一
。
O
ω
）
勾
8
0
濤
B
轟
讐
”
喜
ω
も
る
（
○
国
O
U
一
。
§
p
ご
。

後
の
四
つ
の
規
準
は
、
同
一
性
の
規
準
（
箆
①
日
一
身
o
葺
R
ξ
）
と
呼
ば
れ
る
。
同
一
性
の
規
準
は
、
ミ
ミ
。
づ
ミ
§
ミ
（
閃
P
O
）
」
亭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚇
恥
冨
ミ
、
ミ
（
寄
』
）
）
U
霧
U
o
薯
。
ま
。
曾
①
莞
∈
轟
ω
質
o
巨
。
β
一
〇
。
脇
h
嚇
G
り
き
ミ
貴

○
』
こ
内
o
B
ヨ
①
艮
弩
N
仁
ヨ
一
旨
Φ
5
呂
8
巴
窪
ω
8
仁
R
お
。
葺
α
R
野
邑
。
曽
8
旨
葵
O
。
暮
ω
。
E
き
ρ
U
富
Φ
匡
o
議
一
3
8
謡

“
S
無
魯
§
ミ
博
映
ミ
貸
ぎ
9
旨
呂
8
巴
8
望
窪
震
お
o
算
曽
ω
ε
辞
恕
ほ
お
雪
」
o
。
臣
に
よ
っ
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

U
o
暮
一
2
霞
目
8
ω
三
〇
p
U
o
薯
Φ
一
び
①
一
器
9
お
。

の
ミ
ミ
ミ
（
寄
』
y
U
器
U
o
薯
①
ま
①
器
信
震
琶
鵯
胃
〇
三
Φ
β
・
。
卸
映
ミ
ミ
b
＆
ミ
き
（
写
」
“
）
あ
透
Φ
ヨ
”
葵
ザ
即
α
写
。
。
“

　
　
　
　
O
誉
蚕
」
日
①
3
呂
o
き
一
①
⊂
旨
①
旨
魯
ヨ
窪
ω
ご
鐘
窪
R
琶
堕
蝉
》
琶
。
ζ
身
3
窪
一
8
一
）
刈
旧
隷
。
り
魯
ミ
）
ト
ミ
N
＼
、
ミ
誌
き

　
　
　
　
　
　
　
一
昌
①
毎
畳
8
巴
①
ゆ
①
巳
Φ
び
ω
ヨ
け
ω
9
駄
二
一
9
①
ω
肖
窪
R
一
①
『
『
ρ
ω
。
》
三
一
。
ω
段
一
ぎ
一
〇
〇。
o

。
）
器
暁
剛
こ
肉
8
魯
曾
ミ
”

　
　
　
　
　
　
　
α
①
ω
一
昌
Φ
讐
呂
自
巴
雪
ω
け
窪
①
霞
①
。
耳
ω
る
■
＞
象
一
。
≦
一
。
ω
σ
餌
α
9
一
8
ド
鯉
h
…
穿
ら
ミ
き
隷
婁
）
∪
一
。
冨
Φ
9
0
α
窪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
R
ミ
望
揖
邸
霞
二
〇
謹
」
合
第
一
の
要
素
に
関
し
て
の
み
、
国
際
二
重
課
税
と

oo

8
曾
蹄
ミ
ミ
（
閃
p
N
ン
U
霧
U
o
薯
Φ
一
σ
①
ω
け
①
莞
ヨ
轟
ω
箕
〇
三
①
β
旨
．

U
o
＝
三
巴
ヨ
8
ω
一
8
コ
○
陰
一
ω
8
一
〇
ぎ
お
Φ
ω
．

ト
ミ
N
）
ミ
こ
霊
墨
目
且
ω
ω
窪
ω
9
駄
け
る
・
＞
亀
一
●
↓
ま
一
旨
鵬
8
一
8
一
る
器
暁
剛
。

の
葛
妹
ミ
ミ
（
写
』
）
）
U
器
U
8
需
一
び
。
ω
6
①
器
歪
轟
ω
震
〇
三
。
β
・。
窪
犠
．

§
冥
魯
映
』
§
。
り
＼
き
§
ミ
ミ
ト
§
塾
ω
け
窪
Φ
旨
①
9
“
一
㎝
●
＞
鼠
一
こ
訳
α
ぎ
一
8
9

励
刈
菊
N
」
ド
㈱
N
菊
N
』
罵
艶
ミ
聴
た
だ
し
、
専

9
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門
用
語
は
不
統
一
で
あ
る
。
同
一
の
租
税
債
権
者
に
よ
る
同
］
の
納
税
主
体
の
重
複
課
税
を
二
重
課
税
と
称
し
、
複
数
の
租
税
債
権
者
に

　
よ
る
そ
れ
を
複
数
権
者
に
よ
る
二
重
課
税
と
呼
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
法
上
の
主
体
に
よ
る
そ
れ
を
国
際
二
重
課
税
と
称
す
る
。

（
3
3
）
　
国
際
二
重
課
税
に
つ
い
て
、
映
ミ
ら
ミ
蛍
』
ミ
o
ミ
（
貸
讐
巴
簿
a
冴
≦
。
国
≦
虫
ω
ゆ
畠
ン
ω
霧
8
ギ
〇
三
Φ
ヨ
巴
づ
冒
冨
ヨ
碧
す

　
口
巴
コ
ω
O
巴
い
鋤
≦
）
U
Φ
口
＜
①
耳
R
一
〇
お
）
O
P
N
ω
－
認
’

（
誕
）
　
税
源
と
課
税
物
件
の
概
念
に
つ
い
て
、
↓
爵
ぎ
＼
卜
§
晦
（
男
P
認
）
あ
♂
仁
R
お
9
3
留
肉
N
●
器
・

（
3
5
）
　
ω
①
①
閏
ミ
き
西
映
登
§
4
d
三
一
象
R
巴
①
ζ
器
撃
魯
ヨ
9
鵬
畠
窪
象
の
ヲ
δ
①
ヨ
象
一
〇
昌
巴
①
O
o
も
冨
一
び
Φ
ω
梓
窪
①
三
ロ
磯
ぴ
①
一
傷
雪
ω
け
①
－

　
q
R
口
＜
o
ヨ
国
旨
轟
鵬
し
≦
巴
コ
N
一
〇
刈
ρ
N
Q
o
暁
暁
。

（
3
6
）
　
曾
蹄
ミ
ミ
（
閏
口
』
）
曽
O
器
U
o
℃
O
①
一
σ
Φ
ω
9
器
歪
コ
鵯
質
o
江
①
日
」
o
o
O
旧
ミ
ミ
。
リ
ミ
匙
§
§
（
閃
P
①
）
」
旨
①
3
㊤
二
〇
昌
巴
Φ
U
8
冨
一
σ
o
ω
絆
o
－

　
β
①
歪
コ
堕
O
ご
肉
N
魯
奔
嵐
匙
諜
｝
U
餌
ω
国
詠
o
こ
①
ヨ
一
ω
α
R
ω
＝
σ
一
①
耳
ω
筐
①
口
葺
警
σ
Φ
＝
u
o
ロ
ロ
①
一
び
①
ω
房
仁
o
毎
口
磯
曽
o
円
B
①
P
ω
ε
≦
一
8
ρ

　
o
o
b
o
O
速
（
oo
占
）
“
ミ
魯
鳶
曇
亀
謹
鴇
O
一
〇
一
魯
ぎ
濤
＜
o
ヨ
ω
冨
仁
①
茜
①
鵯
ω
け
き
α
仁
⇒
α
ω
Φ
ヨ
①
ω
ω
⊆
ロ
膓
鵬
毎
コ
色
蝉
㎎
o
一
日
一
導
①
ヨ
讐
凶
o
コ
巴
雲

　
ω
け
Φ
⊆
①
畦
8
耳
｝
ω
9
妻
一
〇
①
一
）
①
お
脇
h
（
O
oo
一
h
y

（
3
7
）
　
概
念
に
つ
い
て
、
↓
骨
壽
＼
卜
亀
§
哨
（
閃
算
認
ン
ω
冨
＝
①
霞
8
耳
罰
㈱
刈
勾
N
る
ヌ

（
3
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
曾
母
匙
ミ
（
閃
ロ
』
ン
U
霧
O
o
O
も
①
ま
8
鼠
藷
毎
コ
窃
實
o
匡
①
ヨ
」
綜
暁
・

（
3
9
）
　
概
念
に
つ
い
て
、
↓
昔
壽
＼
卜
貸
ミ
偽
（
閃
算
認
ン
ω
a
仁
R
話
9
｝
㈱
刈
勾
N
●
旨
。

（
4
0
）
　
的
蕊
§
斜
』
融
誉
ミ
魯
き
》
5
一
似
口
象
零
ぎ
℃
R
ω
o
昌
窪
鵯
器
一
一
ω
魯
鉱
8
昌
一
ヨ
国
ほ
寅
叩
＝
ロ
α
く
角
営
α
鵬
9
馨
Φ
一
お
霞
9
耳
”
O
o
一
ω
窪
鉦
－

円
魯
g
一
〇
〇
〇
N
」
o
o
剛
■
…
題
澄
㎏
b
魁
』
ミ
～
篶
茜
§
Ψ
U
一
①
℃
R
ω
g
Φ
轟
8
0
一
一
ω
o
富
津
①
三
日
ぎ
冨
ヨ
讐
一
〇
轟
一
窪
ω
辞
2
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